
令和８年第２回城里町議会臨時会議事日程 

令和８年３月２４日（火）午前１０時　開議 
日程第　１　仮議席の指定 
日程第　２　選挙第　１号　議長の選挙について 
日程第　３　議席の指定 
日程第　４　会議録署名議員の指名 

　　　　　　　　　番　　　　　　　　　番　　　　　　　　　番　 
日程第　５　会期の決定　会期　　日間限り 
日程第　６　選挙第　２号　副議長の選挙について 
日程第　７　議会運営委員会委員の選任について 
日程第　８　常任委員会委員の選任について 
日程第　９　選挙第　３号　笠間地方広域事務組合議会議員の選挙について 
日程第１０　選挙第　４号　茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について 
日程第１１　承認第　３号　専決処分第２号（令和７年度城里町一般会計補正予算第８号）の承認

を求めることについて 
日程第１２　議案第　７号　城里町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 
日程第１３　議案第　８号　城里町使用料及び手数料条例の一部を改正する条例について 
日程第１４　議案第　９号　城里町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 
日程第１５　議案第１０号　城里町認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例について 
日程第１６　議案第１１号　城里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 
日程第１７　議案第１２号　城里町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１８　議案第１３号　城里町過疎地域持続的発展計画について 

日程第１９　議案第１４号　令和７年度城里町一般会計補正予算（第９号）について 
日程第２０　議案第１５号　令和７年度城里町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について 
日程第２１　議案第１６号　令和７年度城里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）につい

て 
日程第２２　議案第１７号　令和７年度城里町介護保険特別会計補正予算（第３号）について 
日程第２３　議案第１８号　令和７年度城里町水道事業会計補正予算（第２号）について 
日程第２４　議案第１９号　令和７年度城里町下水道事業会計補正予算（第３号）について 
日程第２５　議案第２０号　令和８年度城里町一般会計暫定予算について 
日程第２６　議案第２１号　令和８年度城里町国民健康保険特別会計暫定予算について 

日程第２７　議案第２２号　令和８年度城里町後期高齢者医療特別会計暫定予算について 
日程第２８　議案第２３号　令和８年度城里町介護保険特別会計暫定予算について 
日程第２９　議案第２４号　令和８年度城里町水道事業会計暫定予算について 
日程第３０　議案第２５号　令和８年度城里町下水道事業会計暫定予算について 
日程第３１　議案第２６号　城里町監査委員の選任につき同意を求めることについて 

日程第３２　議案第２７号　人権擁護委員の推薦について 

日程第３３　議案第２８号　人権擁護委員の推薦について 

日程第３４　議案第２９号　人権擁護委員の推薦について 
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提 出 議 案 の 概 要 説 明 (要 旨) 

  

  令和８年第２回城里町議会臨時会にあたり、提出議案の概要についてご説

明申し上げます。 

 

承認第　３号　専決処分第２号（令和７年度城里町一般会計補正予算第８

号）の承認を求めることについてでありますが、既定の歳入歳出予算の総額

に、歳入歳出それぞれ１，６０５万９千円を追加し、予算の総額を歳入歳出

それぞれ１４３億３，０１９万２千円としたものです。 

歳入では、県支出金及び繰入金を追加したものです。 

歳出では、２月８日に執行した衆議院議員総選挙に伴う関連費用として総

務費を追加したものです。 

 

　議案第　７号　城里町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いてでありますが、一般職の職員の給与に関する法律の一部改正を踏まえ、

国家公務員同様の措置を講ずるため、町条例の一部を改正するものです。 

　主な改正点は、通勤手当の区分について追加するものです。 

 

議案第　８号　城里町使用料及び手数料条例の一部を改正する条例につい

てでありますが、城里家族旅行村「藤井川ダムふれあいの里」のキャビンの

一部をペット同伴可能にするとともに、窓口におけるコピー手数料を規定す

るため、町条例の一部を改正するものです。 

 

議案第　９号　城里町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する

条例についてでありますが、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正

する法律の施行に伴い、町条例の一部を改正するものです。 
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主な改正点は、見舞金の支給に関する事項を調査審議する合議制の機関を

設置するものです。 

 

議案第１０号　城里町認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例についてでありますが、こども未来戦略に基づき新たに創設さ

れる乳児等通園事業の実施に伴い、町条例の一部を改正するものです。 

 

議案第１１号　城里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

でありますが、子ども・子育て支援金制度の創設及び地方税法施行令の一部

改正に伴い、町条例の一部を改正するものです。 

主な改正点は、子ども・子育て支援金制度の創設による被保険者への賦課・

徴収、国民健康保険税の課税限度額の引き上げや国民健康保険税の軽減措置

について、所要の改正を行うものです。 

 

議案第１２号　城里町介護保険条例の一部を改正する条例についてであり

ますが、介護保険法施行令の一部改正に伴い、町条例の一部を改正するもの

です。 

主な改正点は、令和７年度税制改正による住民税の給与所得控除見直しの

影響により、保険料段階が変わりうる第１号被保険者について、当該見直し

前と同様の判定となるよう、保険料額の算定に関する特例を設けるものです。 

 

議案第１３号　城里町過疎地域持続的発展計画についてでありますが、茨

城県の過疎地域持続的発展方針に基づき、令和８年度から令和１２年度まで

の計画を策定するにあたり、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置

法第８条第１項の規定により、議会の議決を求めるものです。 
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議案第１４号　令和７年度城里町一般会計補正予算第９号についてであり

ますが、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１億           

４，６７６万６千円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１４１億　　　

８，３４２万６千円とするものです。 

歳入では、地方交付税、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、諸収入及

び町債を追加し、国庫支出金、県支出金及び繰入金を減額するものです。 

歳出では、農林水産業費及び消防費を追加し、議会費、総務費、民生費、

衛生費、土木費、教育費及び公債費を減額するものです。 

 

議案第１５号　令和７年度城里町国民健康保険特別会計補正予算第３号に

ついてでありますが、事業勘定において、既定の歳入歳出予算の総額から歳

入歳出それぞれ９，８０４万２千円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１９億７，５９０万円とするものです。 

　歳入では、国民健康保険税、県支出金及び繰入金を減額するものです。 

　歳出では、諸収入を追加するものです。 

また、施設勘定において、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ１，６７８万２千円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ２億　　　　

３，０７２万５千円とするものです。 

歳入では、診療収入を追加し、繰入金を減額するものです。 

歳出では、総務費を減額するものです。 

 

議案第１６号　令和７年度城里町後期高齢者医療特別会計補正予算第３号

についてでありますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ　　

９５３万２千円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ３億２，２８１万

３千円とするものです。 

　歳入では、後期高齢者医療保険料及び諸収入を追加し、繰入金を減額する
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ものです。 

　歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金を追加するものです。 

 

議案第１７号　令和７年度城里町介護保険特別会計補正予算第３号につい

てでありますが、保険事業勘定において、既定の歳入歳出予算の総額から、

歳入歳出それぞれ１億１，６９４万２千円を減額し、予算の総額を歳入歳出

それぞれ２４億４，６９６万８千円とするものです。 

歳入では、保険料を追加し、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金及び

繰入金を減額するものです。 

歳出では、基金積立金及び諸支出金を追加し、総務費、保険給付費及び地

域支援事業費を減額するものです。 

介護サービス事業勘定においては、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳

出それぞれ８３万６千円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ７７４万

５千円とするものです。 

歳入では、サービス収入を追加するものです。 

歳出では、諸支出金を追加し、サービス事業費を減額するものです。 

 

議案第１８号　令和７年度城里町水道事業会計補正予算第２号についてで

ありますが、まず、収益的収入及び支出においては、既決予定額に変更はな

く、収入科目内の営業収益で６２３万円を減額し、営業外収益で６２３万円

を増額するものです。次に、資本的収入及び支出においては、収入の既決予

定額に変更はなく、支出の既決予定額から５，８８０万円を減額し、支出予

定額を４億４，２７６万２千円とするものです。  

資本的支出においては、建設改良費を減額するものです。  

 

議案第１９号　令和７年度城里町下水道事業会計補正予算第３号について
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でありますが、まず、収益的収入及び支出においては、既決予定額にそれぞ

れ３５１万１千円を追加し、収入支出の予定額をそれぞれ１０億　　　　　

８，８６０万４千円とするものです。 

収入では、営業収益を追加し、営業外収益を減額するものです。 

支出では、営業費用及び特別損失を追加するものです。 

次に、資本的収入及び支出においては、収入の既決予定額から　　　　　　

４，４９５万４千円を減額し、収入予定額を４億２６８万５千円とし、支出

の既決予定額から４，０８６万２千円を減額し、支出予定額を６億　　　　　

９，９９３万９千円とするものです。 

　収入では、企業債、補助金、負担金、分担金及び出資金を減額するもので

す。 

　支出では、建設改良費を減額するものです。 

 

議案第２０号　令和８年度城里町一般会計暫定予算についてでありますが、

地方自治法第２１８条第２項の規定により、３カ月間の暫定予算を編成する

ものです。 

暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ２４億５，６００万円とするもので

す。 

 

議案第２１号　令和８年度城里町国民健康保険特別会計暫定予算について

でありますが、地方自治法第２１８条第２項の規定により、３カ月間の暫定

予算を編成するものです。 

事業勘定の暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億８，５２６万８千円

とするものです。 

　施設勘定の暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，２６５万３千円とす

るものです。 
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議案第２２号　令和８年度城里町後期高齢者医療特別会計暫定予算につい

てでありますが、地方自治法第２１８条第２項の規定により、３カ月間の暫

定予算を編成するものです。 

暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，６１０万９千円とするものです。 

 

議案第２３号　令和８年度城里町介護保険特別会計暫定予算についてであ

りますが、地方自治法第２１８条第２項の規定により、３カ月間の暫定予算

を編成するものです。 

　保険事業勘定の暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ６億７０４万５千円

とするものです。 

介護サービス事業勘定の暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７９万  

４千円とするものです。 

 

議案第２４号　令和８年度城里町水道事業会計暫定予算についてであり 

ますが、地方自治法第２１８条第２項の規定により、３カ月間の暫定予算を 

編成するものです。 

収益的収入及び支出の予定額は、それぞれ９，９５９万２千円とするもの

です。  

 

議案第２５号　令和８年度城里町下水道事業会計暫定予算についてであり

ますが、地方自治法第２１８条第２項の規定により、３カ月間の暫定予算を

編成するものです。 

　収益的収入及び支出の予定額は、それぞれ７，７９１万２千円とするもの

です。 

　資本的収入及び支出の予定額は、それぞれ２２９万４千円とするものです。 
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議案第２７号から議案第２９号　人権擁護委員の推薦についてであります

が、任期満了に伴い、城里町大字那珂西１８７４番地　小山　まり子さん、

城里町大字石塚８７７番地の２９　加倉井　俊雄さん、城里町大字石塚　　

９２２番地の８　石川　渡さんの３名を委員候補者として推薦するため、人

権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものです。 


